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第１節 廃棄物の減量化・リサイクルの推進 

 

１ 現 状 

（１）産業廃棄物 

 平成12年度に府内で排出された産業廃棄物は 

1,768万トンであり、全国排出量（３億9,980万 

トン）の約4.4％を占め、排出された廃棄物の 

26％（全国では43％）が事業者や処理業者によ 

って再生利用され、65％（全国では45％）が汚 

泥の脱水や焼却等の中間処理によって減量化さ 

れています（ただし、全国数値は平成11年度） 

（１－１図及び１－２図）。 

 

 

１－２図 産業廃棄物等の処理状況図（平成12年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 

持続的発展が可能な循環を基調とする元気な社会の実現 

（ 循 環 ） 

直接再生利用量 再生利用量

0万ﾄﾝ 464万ﾄﾝ

(0%) (26%)

産業廃棄物

排出量 処理後再生利用量

1,768万ﾄﾝ 464万ﾄﾝ

(100%) 処理後残さ量 (26%)

570万ﾄﾝ

中間処理量 (32%) 処理後最終処分量

1,728万ﾄﾝ 107万ﾄﾝ

(98%) 減量化量 ( 6%)

1,157万ﾄﾝ

(65%)

直接最終処分量 最終処分量

40万ﾄﾝ 147万ﾄﾝ

( 2%) ( 8%)

１－１図 産業廃棄物の排出量と再生利用 
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（２）一般廃棄物 

 平成12年度に府内市町村で排出された 

ごみの総量は、435万トンで前年度より 

約４万トン増加しました。府民１人１日 

当たりに換算すると、排出量は1,346ｇ 

（平成11年度1,334ｇ）となっています 

（１－３図）。 

排出形態別では、生活系ごみが240万ト 

ン(55.1％)、事業系ごみが195万トン（ 

44.9％）です。また、収集形態別では、 

市町村直営によるものが159万トン（36.6％）、許可業者によるものが149万トン（34.3％）等となってい

ます。排出されたごみは、１－４図で示すフローで処理され、最終的な資源化量は38万トン、リサイクル

率は8.3％となっています（１－５図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４図 一般廃棄物の処理状況図 
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１－３図 一般廃棄物の排出量の推移 

１－５図 一般廃棄物のリサイクル率の推移 
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２ 平成１３年度に講じた施策 

（１）廃棄物・リサイクル対策の総合的・計画的推進 

 ■大阪府廃棄物処理計画の策定 

 循環型社会を形成するため、廃棄物の発生抑制、リサイクル、適正処分のための基本的方向を示した

「大阪府廃棄物処理計画」を平成14年３月に策定しました（１－６表）。 

 

１－６表 大阪府廃棄物処理計画の概要 

計 画 の 期 間 10年後の平成22年度を見据えつつ、平成17年度を目標年度とする。 

基 本 理 念 天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を形成

する 

基 本 方 針 ①廃棄物の発生を抑制する。 

②排出された廃棄物は可能な限りリサイクルする。 

③どうしても利用できない廃棄物は安全かつ適正に処分する。 

④府民、事業者、市町村などと連携して取り組む。 

数 値 目 標 平成９年度に対し、平成22年度において、最終処分量をおおむね半分に削減するこ

とを見据えつつ、平成17年度における最終処分量を一般廃棄物は84万トンに、産業廃

棄物は111万トンに削減する。 

（数値目標）                       （単位：万ﾄﾝ） 

一般廃棄物 産業廃棄物 

平成17年度 平成22年度（参考） 平成17年度 平成22年度（参考） 

排 出 量  ４５０  ４４２ １８７２ １９７７ 

再生利用量  ６８  １１１ ５０６ ５４３ 

中間処理による減量  ２９８  ２７５ １２５５ １３３４ 

最終処分量  ８４  ５６ １１１ １００  

施策目標と目標達成
に向けた重点施策 

排出者責任を基本に、拡大生産者責任(ＥＰＲ)にも配慮しつつ、５つの目標に応じ

た施策を進める。 

①発生抑制・リサイクルの推進 

ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム等の推進／建築物・製品の長寿命化

等の促進／公共工事における再生品等の率先的利用／建築廃棄物リサイクルの推進／

リサイクル関連諸法の円滑な施行（家電リサイクル法等）など 

②リサイクルや適正処理のための施設の整備 

大阪エコエリア構想の推進など 

③ダイオキシン類・ＰＣＢ廃棄物等の有害化学物質対策の推進 

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策の推進／ばいじん、燃え殻等の適正処

理の推進／ＰＣＢ廃棄物対策の推進など 

④不適正処理の撲滅  

ＩＴ等を活用した不適正処理監視システムの構築／国や警察、市町村等との連携／

悪質処理業者の排除／優良な処理業者の育成と情報公開など 

⑤府民・事業者・市町村等との連携の強化 

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議の活用／府民・民間団体の参加の推進／

環境教育・啓発の推進／循環型社会形成に向けた条例の制定など 

 
 

 ■ごみ減量化・リサイクルアクションプログラムの推進 

 大阪府、市町村、住民団体、事業者、団体等で構成する「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」

において、府民・事業者・行政の果たすべき役割と具体的な行動をとりまとめた「ごみ減量化・リサイク

ルアクションプログラム」に基づき各主体が連携してごみの減量化、リサイクルに取り組みました。 
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■大阪府産業廃棄物管理計画の推進 

 事業者排出責任の原則のもと、「排出管理」「減量化」「適正管理」を基本目標とする「大阪府産業廃

棄物管理計画」（平成13年度をもって計画終了）の推進に努めました。 

 

（２）廃棄物の発生抑制 

 ① 開発・生産・流通の各段階での配慮 

 ■廃棄物アセスメント（製造工程の新設等に際し、廃棄物の発生量や処理方法等を事前に予測評価する

制度）の推進 

 製造工程の新設等に伴い、一定規模以上の産業廃棄物の排出量が見込まれる事業者に対する廃棄物アセ

スメントの指導を「多量排出予定事業者における産業廃棄物の予測評価に関する要綱」により推進しまし

た。 

 ■エコショップ（適正包装を実施するなどごみの減量化やリサイクルの推進を宣言する店）制度の普及 

 「エコショップ制度」［店舗数：1,747（平成14年3月 

31日現在）］の普及・啓発を行うため、エコショップ制 

度啓発用パネルの作成、エコショップの協力による 

「グリーン購入／ＮＯ!!包装キャンペーン」の実施、ご 

み減量化・リサイクル推進功績店の表彰を行いました 

（１－７図）。 

 ■大阪府中央卸売市場におけるごみ減量化の推進 

 大阪府中央卸売市場で発生する生ごみの減量化を推進 

するため、ごみ集積場にごみ分別指導員を配置し、ごみ 

の分別の徹底を図りました。 

 ② 生活様式の見直し 

 ■リサイクルフェアの開催 

 「環境フェスティバル21」に参画し、環境美化・ごみ減量化・リサイクルポスター展やリサイクルマー

ケット等を内容とする「リサイクルフェア」を開催しました（参加者２日間延べ62,000人）。 

 ■府民の自主的活動の支援 

 地域や職場における環境活動のリーダー的役割を果たす人材を養成する「環境活動リーダー支援講習」

において、省資源・省エネルギー運動の実践に関する研修を実施しました。 

 

（３）適正なリサイクルの推進 

 ① 再使用・再生利用の推進 

 （ア 建設リサイクルの推進） 

■建設リサイクル法等に基づく建設リサイクルの推進 

建設リサイクル法に基づき、平成13年５月30日から解体事業の登録が義務化され、平成13年度において

は、解体工事業者登録申請の適正な受付及び登録通知書の発行、登録台帳の作成等を行いました。また、

１－７図 エコショップマーク 
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建設リサイクル法に基づき、国が定めた「基本方針」に即して「大阪府建設リサイクル法実施指針」を策

定しました。 

■大阪府建設リサイクルの推進 

 大阪府における建設リサイクルを推進するため、大阪府建設リサイクル推進協議会・大阪府建設リサイ

クルブロック協議会を通じ、建設副産物についての情報交換により、建設発生土等の工事間流用に努める

とともに、発生抑制・再生利用の促進・適正処分の徹底を図りました。 

 ■建設工事等における産業廃棄物の処理に関する指導要綱等の運用 

 減量化目標値の達成制度、廃棄物アセスメント制度、工事関係者の措置及び元請責任等の内容を盛り込

んだ「建設工事等における産業廃棄物の処理に関する指導要綱」及び「建設工事等における産業廃棄物に

係る元請業者の処理責任に関する指導指針」に基づき、廃棄物の減量化・リサイクルの推進及び適正処理

の確保を指導しました。 

 ■建設副産物の再生利用の促進 

 公共工事の実施に際しては、建設副産物の利用に努めるとともに、処理に際しては「リサイクル原則化

ルール」に基づき、コンクリート塊、アスファルト塊等については、原則として再資源化施設に搬出し、

再生利用を図りました。 

（イ 家電リサイクルの推進） 

■家電リサイクル法の円滑な施行 

 家電リサイクル法（平成13年４月完全施行）の円滑な施行を図るため、「大阪府廃棄物減量化・リサ

イクル推進会議」で啓発用リーフレットの配布を行うとともに、国、市町村、府警本部、業界団体などで

構成する「大阪府家電リサイクル法関係者連絡会」を設置して不法投棄対策等の情報交換を進めました。 

（ウ 容器包装リサイクルの推進） 

■分別収集促進計画の推進、市町村の分別収集への支援 

 容器包装リサイクル法（平成12年４月完全施行）に基づく「第２期大阪府分別収集促進計画」の円滑な

施行を図るため、収集体制や中間処理施設、ストックヤードの整備等、市町村が分別収集を推進するにあ

たっての調査整理や分析を行いました（１－８表）。 

１－８表 市町村におけるごみの分別収集実施状況 

                                                              （平成12年度末現在）     

分別区分 ５種分別 ４種分別 ３種分別 

市町村数 ８市町 17市町 19市町村 

                                 （一般廃棄物処理事業実態調査） 
     （注）１ 不燃ごみ、可燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、その他ごみの５分別を基本に分類。 

       ２ 資源ごみを細分類し収集を行っている市町村もある。 

 （エ 食品リサイクルの推進） 

■食品廃棄物の再生利用等の促進 

食品リサイクル法（平成12年６月施行）について、法施行後の円滑な取り組みを促進するために、食品

関連事業者等を対象に、食品リサイクル法の説明会（６月に１回、７月に２回）を開催しました。 
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（オ 多量排出事業者への指導） 

■多量排出事業者における産業廃棄物の減量化及び適正処理の指導 

産業廃棄物を多量に排出する事業者に対して、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物処理計画書を提出さ

せるとともに、廃棄物アセスメントの考え方を導入した「多量排出事業者における産業廃棄物の処理に関

する要綱」（平成６年４月施行）に基づき処理実績報告書の徴収を行い、減量化や適正処理を指導しまし

た。 

（カ 水道残渣、下水汚泥の有効利用等） 

■水道残渣の有効利用の推進 

三島浄水場の脱水ケーキ（約933トン）を、グラウンド用資材として有効利用するため、その販売を

(財)大阪府水道サービス公社に販売を委託しました。また、水道残渣の有効利用や減量化などを図るため

の調査を行いました。 

 ■水道残渣の減量化 

 村野浄水場において高効率型天然ガスコージェネレーション設備から供給される熱を利用して、産業廃

棄物として埋立処分を要する水道残渣を乾燥、減量化しました。 

 ■下水汚泥の有効利用の推進 

 安威川流域下水道中央処理場及び淀川右岸流域下水道高槻処理場において、引き続き下水汚泥を溶融し

た「スラグストーン」を製造し、建設資材及びその原料として販売・再利用しました。 

また、平成13年度は下水汚泥の約38％をリサイクルしました（１－９表）。 

 有効利用についての情報交換と施策の検討のため、大阪府をはじめ２府６県・３政令市及び日本下水道

事業団大阪支社事業部で「下水道リサイクルネットワーク関西」の活動を引き続き行うとともに、民間と

の連携で行うことを展望して、「共同研究」制度を発足させました。平成13年度は２社と共同研究を行い

ました。 

１－９表 下水汚泥のリサイクル量（スラグストーンの平成13年度製造実績） 

品    目 スラグストーン（ｔ／年） 

製  造  量 ２，９４９ 

 （キ その他のリサイクルの推進） 

■有機性廃棄物のリサイクル農業利用調査 

 食品残渣、もみがら、剪定枝など有機性廃棄物の排出状況の実態を調査するとともに、堆肥化処理物の

肥料や土壌改良効果についての調査を行いました。また、食品製造過程で生じる廃棄物のリサイクル飼料

としての効果を調査しました。 

 ■再生資源を使用した商品等の利用の促進 

 再生資源を使用した商品等の利用を呼びかけるために、啓発リーフレット・クリアホルダーを作成し、

消費者の立場からの省資源・省エネルギー意識の啓発を行いました。 

 再生資源の集団回収等を円滑に推進するため、府・市町村で組織する「大阪府再生資源集団回収推進協

議会」を通じて、再生資源業者に対する研修や、事業者・府民に対するリサイクル製品利用に関する普及
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啓発事業を行いました。 

 ■剪定枝のリサイクル 

 地球温暖化やダイオキシン類の発生を防止するため、約4,000ｍ3わたる公園樹木や街路樹の剪定枝を焼

却処分せず、チップ化して再利用しました。 

 ② 資源化施設等の整備 

 ■大阪府流域下水道資源リサイクルの推進 

 処理水及び汚泥の有効利用を図るため、中央処理場汚泥溶融炉等の施設を建設しました。 

 ■化製場集約化の推進 

 化製場集約化を推進するため、大阪ハイプロテイン協業組合が行った施設整備事業に対し、補助しまし

た。 

 ■リサイクル関連施設の整備 

 リサイクルプラザ（金属、ガラス等の資源化施設）、ストックヤード（資源ごみの保管施設）等のリサ

イクル関連施設が計画的に整備されるよう、市町村に対して技術的援助を行うとともに建設発生土の再利

用を推進しました。 

■大阪エコエリア構想策定に向けた取組 

民間事業者を主体としたリサイクル施設の整備などを内容とする大阪エコエリア構想の策定に向け、準

備調査を実施するとともに、近畿２府４県・３政令市の協議・調整の場として「近畿圏循環型社会形成連

絡会議」を設置しました。 

 

３ 課題と今後の方向 

日々の生活や事業活動に伴って排出される廃棄物については、資源の有効活用や地域環境の保全の観点

から、減量化・リサイクルの推進が求められていますが、府域においては、依然として大量の廃棄物が排

出されるとともに、不法投棄等の不適正処理が増加するなど、廃棄物問題は緊要の課題であり、循環型社

会づくりに向けた廃棄物対策（発生抑制、再使用、再利用（３Ｒ）の推進）を行っていく必要があります。 

  資源循環の推進に向けては、平成12年６月、国において循環型社会形成推進基本法が制定されるとと

もに、具体的な廃棄物対策の取り組みとして、各種リサイクル関連法が制定されました。本府では、こ

うした関係法令の円滑な施行に努める中で、府民、事業者、民間団体、行政の相互の連携と適切な役割

分担のもと、廃棄物の減量化・リサイクルなどを推進するため、平成14年３月に策定した「大阪府廃棄

物処理計画」に基づく施策を総合的かつ計画的に進めていきます。 

  廃棄物の減量化・リサイクルについては、「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」に基づく

実践啓発活動を通じて生活様式の見直しなどを促進するとともに、容器包装リサイクル法に基づく「第３

期大阪府分別収集促進計画」の策定とその推進、平成13年４月に施行された家電リサイクル法の円滑な実

施に努めます。また、食品リサイクル法で定める基本方針に基づいた取り組みがなされるよう、国の補助

制度の紹介等、情報提供に努めることによって、府民や食品関連事業者による主体的な取り組みの促進を

図ります。さらに、産業廃棄物の多量排出事業者に対しては、発生抑制の減量化目標などを定めた指針を

策定し、これに基づき、産業廃棄物の減量化を計画的に推進するとともに、製造事業者、建設事業者、公
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共事業発注者、中間処理・再生業者等に対する発生抑制やリサイクルなどに向けた積極的な取り組みを働

きかけます。特に、住宅・社会資本の更新に伴い増大する建設廃棄物に対応するため「建設リサイクル

法」や「大阪府建設リサイクル法実施指針」、「大阪府建設リサイクル推進計画」などに基づき、建設リ

サイクルを推進します。 

 また、大阪都市圏における循環型社会の構築を図るため、廃棄物最終処分場跡地等を活用し、民間事業

者を主体としたリサイクル施設の整備や、自然とふれあう場「共生の森」等の創造などを内容とする「大

阪エコエリア構想」を策定・推進します。 

 

第２節 水循環の再生 

 

１ 現 状 

（１）水使用 

 上水道の給水量については、平成12年度の年間総給水量は約13億2,287万m3で、前年に比べて1.4％減少

し、１人１日平均の給水量は417Ｌと、前年度より４Ｌ(1.0％)減少しました。 

 また、工業用水の使用量（全淡水使用量）については、平成12年度は日量約817万m3で、工業用水の回

収利用による水利用の合理化の進展は著しく、回収率は89.6％に達しています。 

２－１表 水 使 用 の 推 移 

上 水 給 水 量 工業用水使用量 

年  度 年  間 
 

総給水量 

１人・１日
 

平  均

全 淡 水 
 

使 用 量 
回 収 率

備     考 

 千m3 L 千m3／日 ％

昭和45年度 1,208,038 430 4,590 55.1

昭和55年度 1,249,619 412 8,052 83.7

平成２年度 1,403,702 437 7,912 86.5

平成11年度 1,342,235 421 7,906 89.0

平成12年度 1,322,865 417 8,169 89.6

 

（注）１ 上水給水量は府健康福祉部環境衛生課「大阪府の水道の現況」 
２ 工業用水使用量は府企画調整部統計課「大阪の工業」によります。なお、工業用水使用量は暦年集計です。 

 

（２）森林・農地・河川 

 府内の森林については、南河内等の生産性の高い林業経営が行われている地域を除いて、資産保持的な

傾向が強く、森林の他用途への転用により、森林面積は減少の傾向にあります（２－２表）。 

 また、府内の農地については、都市化の進展に伴い、毎年減少の一途をたどっています（２－３表）。 

このような自然の保水機能の減少に伴い、通常時の河川流量の減少も見られます（２－４図）。 
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２－２表 森林面積の推移 

（各年度末現在、単位：ha）           

 平10 11 12 13 

総      数     57,008     56,791 56,755    56,679 

民  有  林     55,900     55,688     55,652    55,576 

天 然 林     26,217     26,028     25,980    25,927 

人 工 林     26,997     26,975     26,988    26,990 

竹  林      1,254      1,252      1,252     1,235 
 

そ の 他      1,432      1,433      1,432     1,424 

 

国 有 林      1,108      1,103      1,108     1,103 

 

２－３表 耕地面積の推移 
                                   （単位：ha）      

年 平成９ 10 11 12 13 

面  積 16,400 16,000 15,600 15,300 15,000 

     （注）１ 数字は各年８月１日現在の状況です。 

        ２ 近畿農政局調べ 

 

２－４図 通常時の河川流量の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成１３年度に講じた施策 

（１）都市域の保水能力の確保 

 ■雨水の貯留浸透施設の設置 

 寝屋川流域において、公共・公益施設又はその敷地に貯留浸透施設を合計５か所設置しました。 

 ■透水性歩道の整備 

 主要府道（（旧）大阪中央環状線ほか）の歩道等の整備において、インターロッキングブロック舗装等

による透水性を有する歩道の整備を行いました。 
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（２）水の循環利用の促進 

 ■下水処理水の利用 

 下水処理水の散水等への活用を図るため、処理水供給施設「愛称Ｑ水くん」を11の流域下水道処理場に

設置しました。これにより、平成13年度末における下水処理水の再利用率は約17％となりました。 

■水循環再生アクションプログラムの推進 

 良好な水環境を創造するため、「水循環再生アクションプログラム」（平成10年３月策定）に示す森林

域や都市域等地域別の府民・事業者・行政ごとの健全な水循環の再生と、望ましい水環境の実現に関する

諸行動を推進しました。 

 

３ 課題と今後の方向 

 健全な水循環を再生することにより、水質の改善、水量の確保、生態系の保全、親水空間の創造等を一

体的なものとして水環境を保全、創造することが大きな課題となっています。 

このため、府が策定した「水循環再生アクションプログラム」に基づく健全な水循環の再生に向けた総

合的な施策の展開により、水環境の保全、創造を図ります。具体的には、森林の保全による水源かん養機

能や農耕地やため池の保全による保水・遊水機能の向上を図るとともに、都市域における雨水浸透施設や

貯留施設の整備を促し、下水の高度処理水を河川維持用水に利用する等の水の再利用を推進します。ま

た、河川の持つ浄化機能に配慮した河川施設の整備を行うとともに、薄層流浄化施設等の整備により、水

の直接浄化にも取り組みます。さらに、河川や海岸における水とふれあえる親水空間の創出や多自然型の

川づくり、干潟や藻場の保全・再生などにより、生物の生息環境の確保を図ります。 

 

第３節 環境に配慮したエネルギー利用の促進 

 

１ 現 状 

（１）エネルギー使用 

 府内におけるエネルギー消費量（一次エネルギー、ジュール換算）について、平成２年度からの推移を

みると、全体では平成２年度の10,850億ジュールから平成８年度の11,960億ジュールまで徐々に増加し、

その後、平成９年度に一旦減少したものの、平成11年度、平成12年度と、ここ２年は増加し、平成12年度

は11,820億ジュールとなっています。その結果、平成12年度は平成２年度から9.0％の増加となっていま

す。燃料別の種別では、電灯、都市ガスの伸びが特に大きく、対平成２年度比、各 4々3％、49％の増加と

なっており、電力についても16％の増加となっています。逆に、石油燃料は、製造部門における燃料転換

等により減少傾向にあり、平成２年度から20％の減少となっています（３－１図）。 
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３－１図 エネルギー消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成１３年度に講じた施策 

（１）新エネルギー等の導入 

 ■エコエネルギー都市・大阪計画の推進 

 府内の新エネルギー、省エネルギー設備の導入状況は、３－２表のとおりです。 

 

３－２表  府内の新エネルギーの導入実績（平成13年度末現在） 

種      類 府  内  導  入  実  績 

太陽光発電 １１，８５９kW 

風力発電 ２kW 

クリーンエネルギー自動車 ６，８０８台 

廃棄物発電 １１万ｋW 

廃棄物熱利用 
熱供給１４施設（11工場） 

自家利用５０施設（34工場） 

温度差エネルギー ７か所（河川水２、海水１、下水処理水等４） 

天然ガスコージェネレーション ４４万kW 

燃料電池 ４，４２４kW 
 

 ■地域冷暖房システムの導入促進 

 「地域冷暖房システムの導入に関する指導要綱」に基づき、環境共生型エネルギーの導入促進を含め、

地域冷暖房システムの適正な導入について指導しました。 

 ■村野浄水場コージェネレーション事業の推進 

 村野浄水場において、高効率型天然ガスコージェネレーション設備（平成12年２月稼動）から供給され

る電力･熱を活用し、環境負荷の少ない水づくりの推進を図りました。 

136 139 141 143 160 164 181 180 188 191 195

363 364 359 366 379 380
422 424 421 421 422

124 136 141 151 152 165
171 171 171 180 183

37 38 40 40 40 41
39 38 37 40 41

425 416 412 402
420 399

384 346 338 344 341

0
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平成２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 年度

石油燃料

ＬＰガス

都市ガス

電力

電灯

(109MJ)

（注）各燃料のエネルギー消費量は「大阪府統計年鑑」による消費量等に燃料毎の熱量を乗じて求めています。

　１　石油燃料及びＬＰガスは販売量で、石油燃料は揮発油、ナフサ、灯油、軽油、重油、ジェット燃料の合計

　　　量です。

　２　電力・電灯については発電効率、送配電ロスを加味して２４５０Ｋｃａｌ／ｋＷで換算した後、ジュール

　　　に換算したものです。



 

 - 30 -

 ■太陽光発電設備の設置 

 村野浄水場において、沈澱池上部に360kWの太陽光発電 

設備を設置し、平成13年３月から稼動しました。また、 

村野浄水場の実績を踏まえ、三島浄水場においても平成 

14年度の完成をめざして工事を開始しました。 

また、食のゼロ・エミッション先端研究施設として整 

備された農林技術センター（現 食とみどりの総合技術 

センター）新実験棟に20kWの太陽光発電設備を設置しま 

した。 

 さらに、安威川流域下水道中央処理場において、水処理施設の屋上に下水道事業では国内最大級となる

300kWの太陽光発電設備を導入しました。 

 ■ごみ処理施設の余熱利用、ごみ発電の促進 

 ごみ処理施設の余熱利用、ごみ発電が促進されるよう、市町村への情報提供や技術的援助を行いました。 

 ■水道施設における未利用エネルギーの活用 

 受水圧力エネルギー（郡家ポンプ場）及び水位差エネルギー（村野浄水場階層系浄水施設）を有効利用

し、水力発電を行いました。 

 ■下水道における新エネルギーの活用 

 大和川下流流域下水道今池処理場等３処理場において、ヒートポンプを用いて回収した下水熱エネル

ギーを管理棟の冷暖房に利用しました。 

 

（２）省エネルギーの推進 

 ■省エネルギー計画書の提出指導 

 事務所、物販店舗、ホテル等の用途に供する床面積の合計が、2,000㎡以上のものについて、建築確認

申請時に「省エネルギー計画書」の提出を指導し、建築物の熱損失の評価及び空調設備等のエネルギーの

効率的利用に対する措置を求めていますが、平成13年度は、９件の計画書の提出がありました。 

■ＥＳＣＯ(Energy Service COmpany)事業の推進 

 府立母子保健総合医療センターで、全国自治体初の民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の提案公募を行い、最

優秀提案を行った事業者と省エネルギーサービス契約を締結して、省エネルギー化の改修を行いました。 

 また、ＥＳＣＯ事業を府有建築物に拡大するため、「大阪府ＥＳＣＯ推進マスタープラン策定調査」を

実施し、この中で事業性の明らかになった４府民センタービルについて、第２弾の事業化を検討しました。 

 ■環境共生建築技術の導入 

 「環境共生建築技術導入の手引き」及び「環境共生建築技術の導入指針」に基づき、中部広域防災拠点

に雨水利用設備や太陽光発電設備（20kW）の導入を進めるとともに、府営住宅の排水配管に塩ビリサイク

ル管を使用するなど、予算的、技術的に可能なものについて、環境共生技術を府有施設の建設に取り入れ

ました。 

 

＜村野浄水場（枚方市）太陽光発電設備＞
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■省エネルギー化の促進 

 オフィスや家庭等の民生部門での省エネルギー行動を促進するため、｢大阪府地球温暖化防止行動ガイ

ドライン｣の普及啓発を行いました。 

また、工場・事業場に対して、大気汚染防止法及び生活環境保全条例等に基づく規制・指導等に併せて、

温室効果ガスの排出抑制につながる省エネルギー型施設の導入等について指導・啓発を行いました。 

 産業技術総合研究所においては、省エネルギー化を図るための研究開発を実施するとともに、中小企業

や業界団体に対して、省エネルギーに関する技術指導・普及等を行いました。 

 また、（財）大阪産業振興機構においては、中小企業に対して、省エネルギーに関するセミナーを開催

するとともに、情報提供、相談の受付、エネルギー使用合理化専門員による現地指導等を行いました。 

 ■省資源・省エネルギー型ライフスタイルの確立に向けた取組 

 「省資源・省エネルギー国民運動リーダー研修会」の開催、啓発リーフレットの作成・配付等を通じて、

省資源・省エネルギーについての情報の提供及び府民の意識の向上を図りました。 

 ■大阪府省資源運動推進会議との共催による普及・啓発 

 民間レベルにおける省資源・省エネルギーの推進を図るため設置された「大阪府省資源運動推進会議」

と連携し、グリーン購入についての啓発リーフレット・クリアホルダー等による普及啓発事業を行いまし

た。 

 

３ 課題と今後の方向 

エネルギー消費に伴う温室効果ガス排出量の削減は、地球温暖化対策の中で大きな比重を占めています。

エネルギー消費量の抜本的な削減のためには、個別発生源に対する削減対策に加えてまちづくりの段階か

ら省エネルギーの徹底や新エネルギー等の導入を図っていく必要があります。 

このため、省資源・省エネルギー型社会への転換をめざし策定した「エコエネルギー都市・大阪計画」

（平成12年３月策定）に基づき、環境負荷の少ない太陽光発電や木質バイオマスエネルギーなど新エネル

ギーの導入促進を図ります。また、河川水や下水などの未利用エネルギーの活用・普及・技術開発を推進

するとともに、民生用のエネルギーの伸びを抑えるため、建物の省エネルギーの徹底など、環境に配慮し

たまちづくりを進めます。 

運輸部門においても新エネルギーの導入を進め、クリーンエネルギー自動車の普及を推進します。また、

府有施設については、平成13年度に実施したＥＳＣＯ推進マスタープラン策定調査に基づき、民間資金活

用型ＥＳＣＯ事業などによる省エネルギー化を推進します。 
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第４節 地球環境保全に資する取組 

 

１ 現 状 

（１）地球の温暖化 

地球温暖化に寄与する二酸化炭素、メタン、フロンなど温室効果ガスの大気中濃度が増え続けており、

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の予測結果によると、21世紀中に地球の平均気温が1.4～

5.8℃上昇、海面水位が0.09～0.88ｍ上昇するとされています。 

1997（平成９）年12月に京都で第３回気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ３）が開催され、2008（平

成20）年から2012（平成24）年までに先進国全体で温室効果ガスの総排出量を1990（平成２）年に比べ、

５％削減（日本は６％削減）する京都議定書が採択されました。その後、2001（平成13）年11月にマラケ

シュで開催されたＣＯＰ７では、京都議定書の運用ルールが決定し、2002（平成14）年議定書発効の準備

は整いました。しかしながら、世界の温室効果ガスの約４分の１を排出しているアメリカ合州国が京都議

定書から離脱することを表明しました。 

国の発表資料によると、全国での1999（平成11）年度の温室効果ガスの総排出量は13億700万ＣＯ2換算

トンで京都議定書の規定による基準年度（1990（平成２）年、ただし、代替フロン類については1995（平

成７）年）の排出量に比べ6.8％の増加となっており、目標達成のためには、より一層の排出抑制対策が

必要です。 

府における1999（平成11）年度の温室効果ガス排出量は5,823万ＣＯ2換算トンで、基準年度の排出量に

比べ0.9％の増加となっています。温室効果ガスの約90％を占める二酸化炭素の1999（平成11）年度の排

出量は、全国で12億2,500万ＣＯ2換算トンであり、そのうち府内における排出量は約4.2％にあたる約

5,116万ＣＯ2換算トンとなっています（４－１図）。 

 

４－１図 大阪府及び全国の二酸化炭素排出量（1999（平成11）年） 
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（２）オゾン層の破壊 

 オゾン層の破壊とは、成層圏下層（高度約15～30㎞）にあるオゾン層が、人工的に作られたクロロフル

オロカーボン（ＣＦＣ：いわゆるフロンの一種）等によって破壊される現象をいい、その結果、オゾン層

に吸収されていた有害な紫外光（ＵＶ－Ｂ）の地上への到達量が増加することによって、人及び生態系に

悪影響が生じます。 

 ＣＦＣの製造は先進国においては全廃されましたが、我が国の2000年（平成12年）末現在における 

ＣＦＣのストックは約57,100トン（環境省試算）で、噴射剤・冷媒・洗浄剤・発泡剤等の用途として使用

されています。ＣＦＣは化学的に安定な化合物であるため、対流圏（高度約15㎞までの大気）では分解さ

れずに成層圏まで達し、強い紫外光によって分解されて、遊離した塩素原子が連鎖反応的に成層圏オゾン

を破壊します。ＣＦＣのほか、ハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）、消火剤のハロン、臭化メ

チル等もオゾン層を破壊することが知られています。 

南極においては、1970年代から毎年８月から12月にかけてオゾン全量が著しく少なくなる「オゾンホー

ル」と呼ばれる現象が現れており、2001年（平成13年）にも過去３番目の規模のオゾンホールが観測され

ています。 

 「平成12年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」（環境省）によると、オゾン全量の長期的傾

向については、低緯度を除いた領域では減少傾向にあり、高経緯ほどその傾向が強く、日本上空でも札幌

で統計的に有意な減少傾向が確認されています。このため、平成13年から全面施行された家電リサイクル

法において、家庭用冷蔵庫やルームエアコンのリサイクルの一環として冷媒用フロンの回収が義務づけら

れました。また、業務用冷凍空調機器、カーエアコンの冷媒として使用されているフロンが機器の廃棄時

に大気中に放出されないよう廃棄時における適正な回収や破壊処理の実施などを義務づけたフロン回収破

壊法が平成13年６月に公布されました。 

 

（３）酸性雨 

 酸性雨とは、以前は化石燃料の燃焼に伴い排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中でさらに酸化し、

硫酸や硝酸となって雨に取り込まれて降下する降雨のこととされていました。しかし、現在では霧や雪な

ども含めた「湿性沈着」、及び粒子状（エアロゾル）やガス状物質などとして地上に沈着する「乾性沈

着」をあわせたものとされています。酸性雨による影響としては、土壌の酸性化による森林の衰退、湖沼

の酸性化による陸水生態系への被害、銅像等の文化財や建造物の損傷などが指摘されています。 

 府においては、国設大阪局（大阪市東成区）及び池田局（池田市）で長期モニタリングを行っており、

その結果は４－２図のとおりです。平成13年度の国設大阪局における湿性沈着量は100mmol/m2/年で、年

加重平均ｐＨは4.55でした。また、池田局における湿性沈着量は、148mmol/m2/年で、年加重平均ｐＨは

4.49でした。平成12年度に比べると、両地点とも降水量が少なかったため、湿性沈着量は少なくなりまし

た。最近の年推移をみると国設大阪局ではやや減少傾向、池田局では横ばいでした。なお、雨の採取方法

は平成11年度まではろ過式、平成12年度からは国際的な標準法であるウエットオンリー法を採用していま

す。ウエットオンリー法では降下ばいじんの影響を受けないので、平成12年度と平成13年度は以前より少

ない値になっています。また、降水量の多かった池田局の方が国設大阪局より多くなっています。 
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梅雨期及び秋期に府下35地点で実施した市町村共同調査の結果では、梅雨期のイオン合計湿性沈着量が

8～30mmol/ m2/月（平均21mmol/m2/年）、平均ｐＨが4.65であり、秋期の湿性沈着量が5～28mmol/ m2/月

（同13mmol/m2/年）、平均ｐＨが4.86でした。 

４－２図 湿性沈着量及び大気汚染成分濃度の経年変化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成１３年度に講じた施策 

（１）協働による行動の推進 

 ① 豊かな環境づくり大阪行動計画の推進 

 ■豊かな環境づくり大阪行動計画（地球環境を守る大阪府民のローカルアジェンダ21）の策定・推進 

平成８年６月から毎年策定し、府民、事業者、行政それぞれの連携の強化や情報の交流を図りながら、

各主体の自主的な環境保全活動を促進するとともに、社会全体の環境保全意識の高揚を図るための実践活

動に取り組みました。平成13年度の行動計画では、共通テーマを「地球温暖化防止」とし、具体的な取り

組みを進めるために、「６つの「共通行動」（①グリーン購入推進運動、②スイッチオフ推進運動、③ア

イドリングストップ運動、④エコイベント運動、⑤マイバック運動、⑥分別収集推進運動）」に各主体が

自主的に取り組むとともに、豊かな環境づくり大阪府民会議が主体となって、引き続き「グリーン購入推

進」のための関連事業を展開しました。 

 ■豊かな環境づくり大阪府民会議の運営 

 （内容は、第６章第１節１（１）に後掲） 

 ■地球環境関西フォーラムへの参画 

 地球環境問題の克服に寄与することを目的として、関西の企業、自治体、消費者団体、学識経験者等で

組織する「地球環境関西フォーラム」（平成６年９月設立）の実践的な取り組みや調査・研究に参画しま

した。 

 ② 温室効果ガス対策 

■大阪府地球温暖化対策地域推進計画の推進 

大阪府地球温暖化対策地域推進計画（平成12年３月策定）の温室効果ガスの排出削減目標達成に向け

て、産業部門の温室効果ガスの排出実態等の調査を行うとともに、オフィス、家庭等の民生分野での省エ

ネルギー行動の実践に向けて府民の意識の向上を図るためのパンフレットを発行するなど地球温暖化対策
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の推進に取り組みました。 

 ■大阪府温室効果ガス排出抑制等実行計画の推進 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第８条の規定に基づき、府の事務及び事業に関し、温室効果

ガス排出抑制等のための措置として策定された大阪府温室効果ガス排出抑制等実行計画（平成12年３月策

定）により、電気、ガス等のエネルギー使用抑制などの取り組みを推進しました。なお、平成13年度の温

室効果ガスの総排出量は370,845ＣＯ2換算トンで、平成10年度（基準年度）排出量（370,151ＣＯ2換算ト

ン）と比べほぼ横ばいでした。 

 ■大阪エコアクション宣言事業の実施 

家族や事業所など地域のグループ単位で地球温暖化の主因である二酸化炭素排出量の削減など環境保

全目標を設定し、目標達成のために実践しようとする環境にやさしい行動をホームページ上で宣言し、大

阪府に登録する「大阪エコアクション宣言事業」により、府民や事業者における環境保全の自主的な取り

組みを推進しました。 

 ■温室効果ガス等モニタリング調査等の実施 

 府内における温室効果ガス等の環境濃度及びその挙動について検討するため、温室効果の高い有機塩素

化合物等14物質について、大気環境モニタリングを行いました。 

■交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の推進 

 （内容は第４章第１節２（１）①カに後掲） 

 ③ グリーン購入の推進 

 ■グリーン購入の推進 

 （内容は第６章第６節１（２）に後掲） 

 ■豊かな環境づくり大阪府民会議による「グリーン購入推進運動」の実施 

 （内容は第６章第６節１（２）に後掲） 

■大阪産業グリーン調達環境整備事業 

（内容は第６章第６節１（２）に後掲） 

 ④ 二酸化炭素の貯蔵庫としての森林（木材）資源の利用促進 

 ■再生産可能な木材の利用促進 

 「木材を使うことが森林の整備や地球温暖化防止に役立つ」ということを普及啓発するため、木材フェ

アの開催や木材利用相談の実施、木材関係者に対する講習会の開催等を行いました。 

 ■熱帯産木材の使用抑制 

 府有施設の建築工事におけるコンクリート型枠について、熱帯産木材の使用を抑制するため、「熱帯木

材の使用抑制に関する基本方針」に基づき、針葉樹複合合板型枠の使用や、型枠を使用しない工法を取り

入れ、熱帯産木材の使用抑制に努めました。 

 ⑤ 二酸化炭素の吸収源としての効果的な森林整備 

■保安林の保全・管理 

（内容は第５章第２節２（２）①に後掲） 

■森林造成事業の推進 

（内容は第５章第２節２（２）③に後掲） 



 

 - 36 -

■治山事業の推進 

（内容は第５章第２節２（２）③に後掲） 

■保安林整備緊急対策事業の推進 

（内容は第５章第２節２（２）③に後掲） 

■間伐の促進 

（内容は第５章第２節２（２）③に後掲） 

 

（２）オゾン層保護対策の推進 

 ■大阪府フロン対策協議会の設置・運営 

 「大阪府フロン対策協議会」の活動を通じ、オゾン層保護啓発用のパンフレットの作成や、「オゾン層

保護おおさか賞」の表彰及び府民向けの講演会を行うなど、府内のフロン回収の促進を図りました。 

 ■フロンの回収・破壊処理の促進 

 「大阪府フロン対策協議会」を通じ、関係業界に回収・協力事業所の登録及びフロン回収・処理システ

ムの構築を働きかけるとともに、府内市町村等の回収事業を支援するために、フロン回収機及びボンベの

貸与を行いました。また、回収フロン保管施設を設置し､｢大阪府フロン対策協議会｣と協力して回収フロ

ンを破壊処理施設に搬送し、フロンの回収・破壊処理の支援を行いました。 

 

（３）酸性雨対策の推進 

 ■酸性雨のメカニズムの研究 

 広域実態調査、大気環境解析調査等、関係機関と連携し、酸性雨についての総合的な調査を行いました。 

 ■酸性雨対策の実施 

 酸性雨の原因物質である窒素酸化物、硫黄酸化物及び塩化水素の排出を抑制するため、大気汚染防止法

に基づく工場・事業場の規制・指導を行いました。 

 

（４）地球環境に関する調査研究の推進 

 ■（財）地球環境産業技術研究機構との連携 

 地球環境問題の解決を図る技術開発の一環として、地球温暖化防止のテーマを中心に調査研究等を行っ

ている（財）地球環境産業技術研究機構(ＲＩＴＥ)に対して、職員の派遣を行いました。 

 

３ 課題と今後の方向 

石油などの化石燃料の燃焼や森林の減少などによって、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の大気中の

濃度が産業革命以降大幅に上昇しています。これに伴って地球全体の平均気温が上昇する地球温暖化が問題

となっており、府域においても府民、事業者、民間団体、行政などが一体となってエネルギー消費の抑制や

環境への負荷の少ないエネルギー利用を進め、温室効果ガスの排出削減を図っていく必要があります。 

このため、平成９年の第３回気候変動枠組条約締結国会議において採択された京都議定書等を踏まえ改

定した「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、環境負荷の少ない太陽光発電やバイオマス等の

新エネルギーの導入促進を行うとともに、ＥＳＣＯ事業等による省エネルギーを推進します。 
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また、二酸化炭素排出量の増加が著しい家庭やオフィスでの省エネルギーを推進するためには、府民一

人ひとりが省資源・省エネルギーなどに積極的に取り組むことによって環境に配慮したライフスタイルを

確立していく必要があります。このため、インターネットを活用して府民、事業者が環境にやさしい行動

を宣言・登録する「大阪エコアクション宣言」事業により、自主的な取り組みを促進します。 

さらに、二酸化炭素の貯蔵庫として木材の利用を促進するため、公共土木工事施設への木材の活用に努

めるとともに、府内産木材を中心とした家づくり運動などを展開します。 

 

第５節 ヒートアイランド対策 

 

１ 現 状 

 経済社会活動や人口の都市域への過度の集中により、冷暖房などの人工排熱の増加や、水面・緑地の減

少、道路舗装・建築物の増加など地表面被覆の改変が進み、都市部における熱収支が変化し、都市に熱が

たまり気温が郊外に比べて高くなる、いわゆるヒートアイランド現象が顕著になりつつあります。 

主に一般家庭で使用されている電力消費量の推移をみると、年々増加しており、昭和55年と比べ平成11

年度は、総量で約1.68倍、一人あたりで約2.05倍の消費量に達しています。また、土地利用の推移をみる

と、昭和47年と比べ農用地や森林がそれぞれ約42.2％、約10.9％減少した結果、平成11年には府域面積の

約39.8％が宅地や道路などの都市的用途として使用されています。 

都市部における熱帯夜(日最低気温 

25.0℃以上)出現日数をみると、大阪 

市は他都市と比べて日数が多く、近 

年増加する傾向がみられます。 

また、夜間から早朝にかけて大気 

が安定するために、ヒートアイラン 

ド現象がより顕著になる傾向があり 

ます。 

 

２ 平成１３年度に講じた施策 

（１）人工排熱量の低減 

 ■省エネルギー化の促進 

 （内容は第３章第３節２（２）に前掲） 

 ■省資源・省エネルギー型ライフスタイルの確立に向けた取組 

 （内容は第３章第３節２（２）に前掲） 

■省エネルギー計画書の提出指導 

 （内容は第３章第３節２（２）に前掲） 

■ＥＳＣＯ(Energy Service COmpany)事業の推進 

 （内容は第３章第３節２（２）に前掲） 

５－１図 大都市における熱帯夜日数の推移 
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 ■環境共生建築技術の導入 

 （内容は第３章第３節２（２）に前掲） 

■交通渋滞の解消 

 （内容は第４章第１節２（１）①エに後掲） 

■交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の推進 

 （内容は第４章第１節２（１）①カに後掲） 

 

（２）都市における自然面確保の促進 

 ■公園・緑地、道路等の公共施設の緑化の推進 

 「緑の中の都市」を形成するため、公園開設面積の拡大を図るとともに、道路緑化事業を行いました。 

 ■庁舎・府営住宅の緑化 

 （内容は第５章第４節２（１）③に後掲） 

■民間施設緑化推進事業の推進 

 （内容は第５章第４節第２（１）④に後掲） 

 

３ 課題と今後の方向 

昼間人口の多い都心部では、経済社会活動のためにエネルギーを集中的に投入し、それに伴う人工排熱

も多く排出され、ますます郊外との気温差が広がっていく傾向にあることから、エネルギー消費を抑制す

ることによって人工排熱量を減少させることが必要です。このため、建築物の熱損失や空調設備の効率化

など省エネルギー化を促進するとともに、冷房の適度な使用、適正温度の設定などの実践を促進します。

また、自動車からの排熱についても、交通流の円滑化、交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の実施や低

公害車への代替によって排熱量の削減を図ります。 

 また、都市部は、コンクリートなどの人工構造物によって地表が覆われているだけでなく、緑地や水

面の減少などにより、ますます熱がこもる土地利用形態となっています。これら地表面の改変に伴う都市

の高温化を防止するため、屋上や壁面などを活用した都市の緑化、水面の確保、地表面被覆の改善、建物

の反射率の改善などを行うことが必要です。 

 このため、緑地や水面の有無、地表面被覆の状況や人工排熱の多寡など、土地利用形態に応じたヒート

アイランド現象の実態把握を行い、大阪市などヒートアイランド現象の顕著な市における取り組みとも連

携し、都市公園の整備はもとより、容積率の緩和や大阪府みどり基金を活用した民間施設緑化推進事業に

より屋上緑化を誘導、推進するなど、ヒートアイランド現象の緩和に努めます。 


